
特集
広
が
れ
！
未
上
場
企
業
投
資
へ
の
道

〝
形
式
〞か
ら
〝
実
質
〞に
転
換
を
図
る
た
め
に

備
え
る
べ
き
目
線

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
価
値
創
造
を
支
え
る

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
在
り
方

未
上
場
段
階
に
あ
る
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
経
営
は
、
ス
ピ
ー
ド
と
柔
軟
性
を
武
器
と
す
る
半
面
、
ガ
バ

ナ
ン
ス
や
内
部
統
制
の
脆
弱
さ
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
近
年
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
不
正
事

案
が
注
目
さ
れ
る
な
か
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
ど
の
よ
う
に
「
あ
る
べ
き
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
体
制
を
構

築
し
て
い
く
か
は
、
投
資
家
と
経
営
者
だ
け
で
な
く
日
本
社
会
に
と
っ
て
も
重
要
な
課
題
と
い
え
る
。

本
稿
で
は
、
日
本
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
監
査
役
等
協
会
（
Ｊ
Ｓ
Ａ
Ｓ
Ａ
）
で
行
わ
れ
た
議
論
を
踏
ま
え
、

価
値
創
造
を
支
え
る
た
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
役
割
と
設
計
の
方
向
性
を
示
し
た
い
。

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
お
け
る

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
役
割

　

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
は
、
そ
の
性
質

上
、
事
業
の
成
長
性
と
こ
れ
に
必
要

と
な
る
経
営
の
ス
ピ
ー
ド
が
優
先
さ

れ
、
取
締
役
会
や
監
査
役
に
よ
る
監

督
機
能
の
実
効
性
確
保
は
後
回
し
に

な
り
や
す
い
。
し
か
し
、
会
社
・
事

業
が
成
長
す
る
に
つ
れ
て
、
ス
テ
ー

ク
ホ
ル
ダ
ー
が
多
様
化
し
、
複
雑
な

意
思
決
定
の
機
会
や
選
択
肢
も
広
が

り
、
不
正
や
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
違

反
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
局
面
も

増
え
て
い
く
。
そ
れ
故
、
透
明
性
が

高
く
、
早
期
に
客
観
的
判
断
を
下
せ

る
仕
組
み
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

　

会
社
法
は
、
取
締
役
会
の
一
員
で

あ
る
取
締
役
に
他
の
取
締
役
へ
の
監

督
責
務
を
、
監
査
役
や
監
査
等
委
員

に
独
立
し
た
監
査
責
務
を
課
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
機
関
設
計
は
、
各
社

の
実
態
に
応
じ
て
選
択
で
き
、
企
業

価
値
の
最
大
化
を
目
的
と
し
て
柔
軟

日
本
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
監
査
役

等
協
会

　
理
事
長

江
戸
川
泰
路

　
副
理
事
長芦

澤
美
智
子

　
副
理
事
長

松
澤
香
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特集
広がれ！ 未上場企業投資への道

に
組
み
立
て
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　

創
業
か
ら
上
場
ま
で
一
気
に
駆
け

上
が
る
こ
と
と
な
る
ス
タ
ー
ト
ア
ッ

プ
に
お
い
て
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
関

の
設
計
を
画
一
的
に
捉
え
る
こ
と
な

く
会
社
の
成
長
に
合
わ
せ
て
適
切
に

選
択
し
、
実
効
性
の
あ
る
運
営
体
制

を
段
階
的
に
構
築
し
て
い
く
こ
と
が

重
要
で
あ
る
と
い
え
る
。

早
す
ぎ
る
取
締
役
会
・

監
査
役
設
置
が
生
む
弊
害

　

こ
こ
で
、
日
本
の
ス
タ
ー
ト
ア
ッ

プ
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
見
ら
れ
る
構
造

的
課
題
を
二
つ
指
摘
し
た
い
。

　

一
つ
目
は
取
締
役
会
設
置
会
社
へ

の
移
行
に
関
す
る
課
題
で
あ
る
。
わ

が
国
で
は
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
キ
ャ
ピ
タ

ル
（
Ｖ
Ｃ
）
の
投
資
後
、
投
資
家
保

護
の
観
点
か
ら
、
早
期
に
取
締
役
会

設
置
会
社
に
移
行
す
る
こ
と
が
慣
行

化
し
て
い
る
。
取
締
役
会
設
置
会
社

の
場
合
、
会
社
法
上
、
原
則
と
し
て

監
査
役
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
の
時
点
で
監
査
役
監
査
も
導
入
さ

れ
る
（
会
社
法
３
２
７
条
第
２
項
。

以
下
、
監
査
役
設
置
会
社
を
想
定
し

て
記
述
）。
こ
の
趣
旨
は
、
取
締
役

会
設
置
会
社
に
お
い
て
は
、
業
務
執

行
の
決
定
を
取
締
役
会
が
行
い
、
株

主
総
会
等
の
権
限
が
制
約
さ
れ
る
等

の
事
情
か
ら
、
株
主
に
代
わ
る
取
締

役
の
監
視
機
関
と
し
て
監
査
役
が
必

要
と
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。

　

し
か
し
、
経
営
管
理
体
制
が
未
整

備
な
段
階
で
の
取
締
役
会
や
監
査
役

監
査
の
導
入
は
、
会
社
法
が
想
定
し

て
い
る
機
関
と
し
て
の
役
割
を
果
た

せ
な
い
こ
と
に
つ
な
が
る
。
取
締
役

に
は
他
の
取
締
役
に
対
す
る
監
督
義

務
が
あ
る
が
、
経
営
管
理
体
制
が
未

整
備
で
あ
る
場
合
に
は
、
業
務
執
行

側
や
取
締
役
会
運
営
も
未
成
熟
な
状

態
に
あ
る
こ
と
が
多
く
、
本
来
あ
る

べ
き
取
締
役
会
を
通
じ
た
監
督
機
能

を
果
た
す
こ
と
が
困
難
と
な
る
。
ま

た
、
監
査
役
が
監
査
を
実
施
し
よ
う

と
し
て
も
、
業
務
執
行
側
か
ら
適
時

に
会
計
帳
簿
等
の
書
類
が
提
出
・
説

明
さ
れ
る
体
制
等
が
整
っ
て
い
な
け

れ
ば
、
実
効
的
に
進
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
監

査
役
が
「
致
し
方
な
く
」
決
算
作
業

や
書
類
の
作
成
等
の
本
来
業
務
執
行

側
が
実
施
す
べ
き
作
業
を
手
伝
う
と

い
っ
た
事
例
も
仄
聞
す
る
が
、
監
査

役
監
査
の
本
質
は
、「
独
立
性
」
に

あ
る
。
監
査
役
は
、
会
社
の
取
締
役

や
支
配
人
、
使
用
人
ま
た
は
子
会
社

の
取
締
役
や
執
行
役
、
支
配
人
、
使

用
人
、
会
計
参
与
を
兼
ね
る
こ
と
が

で
き
な
い
（
会
社
法
３
３
５
条
第
２

項
）。
監
査
す
る
者
と
監
査
さ
れ
る

者
が
同
一
と
な
る
と
、
監
査
の
実
効

性
が
担
保
さ
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
主
に
海
外
機
関
投
資
家

か
ら
批
判
さ
れ
る
点
だ
が
、
日
本
特

有
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
考
え
方
で
、
監

査
役
が
取
締
役
会
で
議
決
権
を
持
た

な
い
の
は
、
取
締
役
会
の
意
思
決
定

に
加
わ
ら
ず
、
業
務
執
行
に
は
関
与

し
な
い
「
独
立
性
」
が
あ
る
か
ら
こ

そ
、
監
査
を
実
効
的
に
行
う
こ
と
が

で
き
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
前

述
の
よ
う
な
「
独
立
性
」
に
反
す
る

状
態
で
は
、
監
査
の
公
正
性
が
担
保

さ
れ
ず
、
会
社
法
上
求
め
ら
れ
て
い

る
監
査
役
設
置
会
社
で
は
な
い
と
指

摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

実
際
、
Ｊ
Ｓ
Ａ
Ｓ
Ａ
が
実
施
し
た

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
（
約
50
名
参
加
）

で
も
「
取
締
役
会
設
置
会
社
に
移
行

す
る
に
は
経
営
管
理
体
制
が
脆
弱
す

ぎ
る
」「
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
監

査
役
の
役
割
に
関
す
る
理
解
が
乏
し

い
」「
監
査
役
へ
の
期
待
に
ギ
ャ
ッ

プ
が
あ
る
」「
会
社
側
に
プ
ロ
の
監

査
を
受
け
る
覚
悟
が
な
い
」
と
い
っ

た
声
が
聞
か
れ
た
。
形
式
先
行
の
取

締
役
会
設
置
会
社
へ
の
移
行
は
、
実

効
性
の
な
い
取
締
役
会
運
営
を
根
付

か
せ
て
し
ま
う
懸
念
が
あ
る
上
に
、

い
い
加
減
な
監
査
役
監
査
が
常
態
化

す
る
こ
と
や
、
独
立
性
に
反
す
る
監

査
役
監
査
を
生
む
こ
と
に
も
つ
な
が

る
た
め
、
会
社
に
と
っ
て
は
弊
害
を

生
む
こ
と
の
方
が
多
い
。

上
場
ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
の

移
行
の
困
難
さ

　

二
つ
目
の
課
題
は
〝
上
場
ガ
バ
ナ

ン
ス
〞
の
構
築
で
あ
る
。
ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
の
場
合
、
創
業
者
で
あ
る
経
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特集
営
者
の
み
が
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
担
っ
て

い
る
状
態
か
ら
始
ま
る
が
、
次
の
段

階
に
移
る
主
な
き
っ
か
け
は
Ｖ
Ｃ
か

ら
の
投
資
で
あ
る
。
Ｖ
Ｃ
ガ
バ
ナ
ン

ス
は
、
Ｖ
Ｃ
が
会
社
の
企
業
価
値
を

最
大
化
し
、
最
終
的
に
Ｉ
Ｐ
Ｏ
や
Ｍ

＆
Ａ
に
よ
る
投
資
回
収
を
実
現
す
る

こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
の
た
め

取
締
役
会
は
、
し
ば
し
ば
Ｖ
Ｃ
が
投

資
契
約
に
の
っ
と
っ
て
派
遣
し
た
取

締
役
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

　
Ｖ
Ｃ
は
豊
富
な
業
界
知
見
や
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
有
し
、
創
業
期
の
助
言

者
と
し
て
有
効
に
機
能
す
る
。
他
方

で
、
Ｖ
Ｃ
が
投
資
家
か
ら
資
金
を
集

め
て
組
成
す
る
ベ
ン
チ
ャ
ー
フ
ァ
ン

ド
に
は
、
出
資
者
と
の
契
約
に
基
づ

く
運
用
期
間
と
い
う
明
確
な
タ
イ
ム

リ
ミ
ッ
ト
が
あ
る
。

　

従
っ
て
、
フ
ァ
ン
ド
の
タ
イ
ム
リ

ミ
ッ
ト
に
近
づ
く
ほ
ど
、
よ
り
長
期

的
ス
パ
ン
で
事
業
を
実
施
し
た
い
と

い
う
会
社
側
と
、
タ
イ
ム
リ
ミ
ッ
ト

ま
で
に
投
資
回
収
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
Ｖ
Ｃ
と
の
間
で
、
利
害
が
対

立
す
る
場
面
が
起
こ
り
得
る
。
ま
た
、

Ｖ
Ｃ
は
企
業
価
値
を
金
銭
的
に
最
大

化
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
が
、
上
場

を
目
指
す
段
階
で
の
会
社
に
お
い
て

は
、
株
主
の
み
な
ら
ず
、
従
業
員
や

顧
客
・
取
引
先
を
含
め
て
す
べ
て
の

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
観
点
を
踏
ま

え
、
よ
り
包
括
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
が

必
要
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
会
社
が
成
長
す
る

に
つ
れ
て
、
構
造
的
に
利
益
相
反
が

生
じ
る
可
能
性
が
高
ま
る
こ
と
が
あ

る
。
会
社
や
そ
の
事
業
が
大
き
く
成

長
・
発
展
し
た
段
階
で
は
、
Ｖ
Ｃ
ガ

バ
ナ
ン
ス
か
ら
上
場
会
社
並
み
の
ガ

バ
ナ
ン
ス
に
移
行
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

上
場
会
社
並
み
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
と

は
、
株
主
を
は
じ
め
と
す
る
多
様
な

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
利
益
を
保
護

し
、
経
営
の
透
明
性
・
説
明
責
任
・

法
令
順
守
を
確
保
す
る
た
め
の
仕
組

み
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
取
締
役

会
設
置
会
社
へ
の
移
行
や
監
査
役
会

設
置
会
社
へ
の
移
行
、
監
査
等
委
員

会
設
置
会
社
へ
の
移
行
と
い
っ
た
機

関
設
計
の
観
点
に
加
え
、
ガ
バ
ナ
ン

ス
を
担
う
プ
レ
ー
ヤ
ー
で
あ
る
社
外

取
締
役
や
監
査
役
に
つ
い
て
適
切
な

プ
ロ
人
材
の
選
任
、
監
査
役
や
委
員

会
に
よ
る
監
督
機
能
の
強
化
、
情
報

開
示
の
徹
底
、
内
部
統
制
や
リ
ス
ク

管
理
体
制
の
整
備
等
が
含
ま
れ
る
。

会
社
が
次
の
ス
テ
ー
ジ
へ
進
む
際
に

は
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
段
階
的
に
取

り
入
れ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

わ
が
国
で
は
、
実
務
上
、
上
場
の

直
前
前
期
（
Ｎ－

２
期
）
や
直
前
期

（
Ｎ－

１
期
）
に
お
け
る
上
場
準
備

を
契
機
に
機
関
設
計
や
ガ
バ
ナ
ン
ス

体
制
の
整
備
に
着
手
す
る
ケ
ー
ス
が

多
い
。
そ
の
移
行
プ
ロ
セ
ス
に
お
い

て
は
、
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
な
い

ま
ま
既
存
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
を
引

き
継
い
で
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

あ
る
べ
き
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
を
念
頭

に
、
会
社
の
健
全
か
つ
持
続
的
な
成

長
や
社
会
的
信
頼
の
確
保
に
足
る
体

制
を
構
築
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ス
テ
ー
ジ
進
化
に
合
わ
せ
た

段
階
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
設
計
を

　

以
下
で
は
、
成
長
ス
テ
ー
ジ
に
合

わ
せ
た
具
体
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
整
備

に
必
要
な
点
を
整
理
す
る
。

　

ま
ず
、
取
締
役
会
・
監
査
役
設
置

の
〝
前
〞
に
経
営
管
理
体
制
の
基
盤

を
整
え
る
こ
と
だ
。
取
締
役
会
や
監

査
役
の
設
置
は
目
的
で
は
な
く
、
実

効
性
の
あ
る
監
督
体
制
を
機
能
さ
せ

る
手
段
だ
。
創
業
期
の
段
階
で
は
、

シ
ン
プ
ル
な
意
思
決
定
構
造
の
下
で

創
業
者
自
ら
の
手
腕
で
事
業
化
を
推

進
し
て
い
く
こ
と
を
重
視
し
、
Ｖ
Ｃ

か
ら
投
資
を
受
け
た
後
は
、
リ
ー
ド

Ｖ
Ｃ
を
は
じ
め
と
す
る
投
資
家
の
助

言
を
受
け
な
が
ら
、
Ｖ
Ｃ
ガ
バ
ナ
ン

ス
の
体
制
で
会
社
・
事
業
を
成
長
さ

せ
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

　

こ
の
段
階
で
性
急
に
取
締
役
会
や

監
査
役
を
設
置
す
る
こ
と
は
せ
ず
、

①
内
部
統
制
を
含
む
内
部
管
理
体
制

の
整
備
、
②
稟
議
・
決
裁
・
取
締
役

会
へ
の
上
程
の
ワ
ー
ク
フ
ロ
ー
の
整

備
、
③
取
締
役
・
監
査
役
が
取
締
役

会
で
議
論
す
る
こ
と
の
で
き
る
経
営

指
標
を
可
視
化
し
た
ダ
ッ
シ
ュ
ボ
ー

ド
の
整
備
、
④
利
益
相
反
取
引
の
把

握
・
承
認
プ
ロ
セ
ス
の
整
備
、
⑤
内

部
通
報
制
度
の
導
入
な
ど
経
営
管
理
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広がれ！ 未上場企業投資への道

基
盤
の
整
備
│
│
を
優
先
す
べ
き
で

あ
る
。
経
営
管
理
基
盤
が
整
っ
た
と

こ
ろ
で
、
取
締
役
会
を
設
置
し
、
監

査
役
監
査
を
開
始
す
る
こ
と
で
、
実

効
性
の
あ
る
取
締
役
会
運
営
が
期
待

で
き
、
独
立
性
を
保
持
し
た
状
態
で

の
監
査
役
監
査
の
実
施
も
期
待
で
き

る
よ
う
に
な
る
。

　

次
に
、
急
成
長
期
や
上
場
準
備
期

に
お
け
る
権
限
の
再
設
計
と
人
材
の

登
用
だ
。
Ｖ
Ｃ
か
ら
派
遣
さ
れ
た
取

締
役
が
有
す
る
権
限
と
、
Ｖ
Ｃ
が
投

資
契
約
で
保
持
し
て
い
る
「
事
前
承

諾
権
」
等
の
特
別
な
権
利
と
の
間
に

は
、
そ
も
そ
も
ガ
バ
ナ
ン
ス
上
の
矛

盾
が
存
在
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
会

社
法
上
、
取
締
役
は
、
取
締
役
会
の

一
員
と
し
て
会
社
の
利
益
の
た
め
に

忠
実
義
務
・
善
管
注
意
義
務
を
負
っ

て
お
り
、
会
社
全
体
の
利
益
を
優
先

し
て
行
動
す
べ
き
立
場
に
あ
る
。

　

他
方
で
、
Ｖ
Ｃ
が
投
資
契
約
に
基

づ
い
て
保
持
す
る
「
事
前
承
諾
権
」

等
は
、
Ｖ
Ｃ
自
身
の
投
資
価
値
保
護

を
目
的
と
し
た
私
的
な
権
利
で
あ
り
、

会
社
の
意
思
決
定
に
対
し
て
強
い
制

約
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
契
約
上
の
権
利
は
、
本
来
の
会
社

法
上
の
機
関
決
定
（
株
主
総
会
や
取

締
役
会
）
と
は
異
な
る
ル
ー
ト
で
意

思
決
定
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と

に
な
る
。
そ
の
た
め
、
会
社
が
急
成

長
し
、
多
様
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

に
配
慮
す
べ
き
状
態
に
な
っ
た
段
階

に
お
い
て
は
、
可
能
で
あ
れ
ば
Ｖ
Ｃ

が
有
す
る
特
別
な
権
利
を
段
階
的
に

縮
小
さ
せ
つ
つ
、
取
締
役
会
を
よ
り

実
効
性
の
あ
る
も
の
に
し
、
独
立
か

つ
専
門
性
の
高
い
構
成
へ
移
行
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
。

　

そ
し
て
、
取
締
役
会
に
は
、
利
害

関
係
が
な
く
会
社
の
企
業
価
値
向
上

を
第
一
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
ガ

バ
ナ
ン
ス
に
対
し
て
深
い
理
解
の
あ

る
者
を
社
外
取
締
役
と
し
て
迎
え
る
。

監
査
役
や
監
査
等
委
員
の
体
制
も
強

化
し
、
社
外
取
締
役
、
監
査
役
、
監

査
法
人
が
定
期
的
に
情
報
交
換
し
連

携
す
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
で
、

透
明
性
を
高
め
て
リ
ス
ク
を
低
減
す

る
体
制
を
構
築
で
き
る
。

　

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
信
頼
性
は
、
単
な

る
制
度
設
計
の
問
題
で
は
な
く
、
企

業
の
資
金
調
達
力
や
市
場
評
価
に
直

結
す
る
戦
略
的
要
素
で
あ
る
。
特
に
、

海
外
投
資
家
は
取
締
役
会
の
独
立
性

（
社
外
取
締
役
の
比
率
）
や
専
門
性

（
法
務
・
会
計
・
経
営
等
）
を
重
視

す
る
た
め
、
そ
の
投
資
判
断
に
大
き

な
影
響
を
与
え
る
。

再
定
義
す
べ
き

監
査
役
の
地
位

　

最
後
に
、
監
査
役
の
地
位
の
再
定

義
で
あ
る
。
監
査
役
は
、
経
営
者
か

ら
独
立
し
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に

対
し
て
会
社
の
信
頼
性
を
担
保
す
る

存
在
で
あ
る
。
し
か
し
「
お
友
達
人

事
」
で
選
任
さ
れ
た
り
、
形
式
的
に

設
置
す
る
意
図
で
顧
問
税
理
士
を
監

査
役
に
し
た
り
、
監
査
の
専
門
性
の

な
い
者
が
選
任
さ
れ
た
り
す
る
例
も

少
な
く
な
い
。
独
立
性
や
専
門
性
を

欠
い
た
監
査
役
は
、
牽
制
力
を
失
う

ば
か
り
か
、
社
内
に
監
査
自
体
の
形

骸
化
を
受
け
入
れ
る
誤
っ
た
文
化
が

醸
成
さ
れ
る
要
因
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

昨
今
の
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
お
け

る
不
正
事
案
に
お
い
て
、
常
勤
監
査

役
が
役
割
を
果
た
し
て
い
な
か
っ
た

と
指
摘
す
る
声
も
あ
る
。
監
査
役
は
、

取
締
役
の
業
務
執
行
を
監
査
す
る
こ

と
を
職
務
と
し
、
会
社
の
業
務
・
財

産
の
調
査
権
等
の
幅
広
い
権
限
を
有

し
て
お
り
、
監
査
を
通
じ
て
、
企
業

の
健
全
な
経
営
と
株
主
の
利
益
保
護

を
担
保
す
る
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。

特
に
常
勤
監
査
役
は
、
社
外
役
員
の

中
で
唯
一
会
社
に
常
駐
し
て
お
り
、

日
常
的
に
会
社
の
状
況
を
観
察
で
き
、

社
内
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
や
内
部
統

制
の
運
用
状
況
を
把
握
す
る
上
で
ガ

バ
ナ
ン
ス
の
要
を
担
う
存
在
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
常
勤
監
査
役
に
は
、

職
責
の
重
さ
に
見
合
っ
た
能
力
や
考

え
を
持
っ
た
プ
ロ
と
し
て
信
頼
で
き

る
人
材
を
登
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
専
門
的
見
地
か
ら
常
勤
監
査
役

を
支
え
る
役
割
を
担
う
非
常
勤
監
査

役
に
つ
い
て
も
、
法
務
・
会
計
・
経

営
等
の
専
門
性
を
有
し
、
独
立
性
が

確
保
さ
れ
た
人
材
を
選
任
す
る
こ
と

が
監
査
の
実
効
性
を
高
め
る
上
で
重

要
に
な
る
。
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し
か
し
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
お

い
て
は
、
監
査
役
に
十
分
な
報
酬
が

支
払
わ
れ
て
い
な
い
事
例
も
散
見
さ

れ
る
。
こ
れ
は
、
監
査
役
の
責
任
の

重
さ
や
専
門
性
に
見
合
っ
た
処
遇
と

は
い
え
ず
、
優
秀
な
人
材
の
確
保
・

維
持
に
支
障
を
き
た
す
要
因
と
な
り

か
ね
な
い
。
監
査
役
の
選
任
プ
ロ
セ

ス
を
適
正
化
し
、
専
門
性
・
独
立
性

を
選
任
要
件
と
し
て
明
確
化
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
職
責
に
見
合
っ
た
適

正
な
報
酬
体
系
を
整
備
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。

　

監
査
役
自
身
が
自
己
研
鑽
を
怠
ら

ず
、
社
内
外
の
情
報
を
積
極
的
に
収

集
し
、
経
営
環
境
や
法
制
度
の
変
化

に
対
応
す
る
姿
勢
を
持
つ
こ
と
で
、

ガ
バ
ナ
ン
ス
水
準
の
向
上
が
期
待
さ

れ
る
。
監
査
役
制
度
の
実
効
性
は
、

会
社
の
組
織
風
土
や
経
営
管
理
体
制

に
加
え
、
個
々
の
監
査
役
の
意
識
と

行
動
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
。

ガ
バ
ナ
ン
ス
構
築
の 

実
効
性
を
巡
る
三
つ
の
提
言

　

以
上
の
課
題
と
対
策
を
踏
ま
え
、

実
効
性
の
あ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
築
に

向
け
て
次
の
提
言
を
し
た
い
。

　

第
一
に
、
創
業
期
か
ら
ア
ー
リ
ー

期
に
お
い
て
は
、
取
締
役
会
設
置
会

社
化
を
形
式
的
に
急
ぐ
の
で
は
な
く
、

経
営
管
理
体
制
の
基
盤
整
備
を
先
行

さ
せ
る
べ
き
だ
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、

実
効
性
の
あ
る
取
締
役
会
運
営
が
期

待
で
き
、
独
立
性
を
保
持
し
た
状
態

で
の
監
査
役
監
査
の
実
施
も
期
待
で

き
る
よ
う
に
な
る
。

　

第
二
に
、
Ｖ
Ｃ
ガ
バ
ナ
ン
ス
か
ら

上
場
ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
の
戦
略
的
転
換

を
明
確
に
設
計
す
る
こ
と
が
必
要
だ
。

急
成
長
す
る
段
階
や
上
場
準
備
に
入

る
段
階
に
は
、
Ｖ
Ｃ
が
投
資
契
約
で

保
持
し
て
い
る
「
事
前
承
諾
権
」
な

ど
の
特
別
な
権
利
を
可
能
な
限
り
縮

小
さ
せ
、
独
立
し
た
社
外
取
締
役
を

増
員
し
、
取
締
役
会
を
「
将
来
の
株

主
」
を
意
識
し
た
構
成
に
刷
新
す
る
。

権
限
委
譲
と
機
能
分
化
を
通
じ
て
意

思
決
定
の
質
・
速
度
・
透
明
性
を
同

時
に
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
三
に
、
監
査
役
の
地
位
を
独
立

性
と
専
門
性
を
要
件
と
し
て
再
定
義

す
る
こ
と
だ
。
選
任
プ
ロ
セ
ス
を
よ

り
適
正
化
し
た
上
で
、
そ
の
責
任
に

合
致
し
た
適
正
な
報
酬
を
支
払
う
必

要
が
あ
る
。
常
勤
監
査
役
は
社
外
役

員
で
唯
一
の
常
勤
の
機
関
で
あ
り
ガ

バ
ナ
ン
ス
の
要
で
あ
る
。
独
立
性
や

専
門
性
を
欠
い
た
監
査
役
等
に
よ
っ

て
、
牽
制
力
を
失
っ
た
り
、
社
内
に

監
査
自
体
の
形
骸
化
を
受
け
入
れ
る

誤
っ
た
文
化
が
醸
成
さ
れ
た
り
す
る

要
因
を
排
除
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。

　

実
効
性
あ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
、
ス

タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
挑
戦
を
「
加
速
」

さ
せ
る
装
置
で
あ
る
。
形
式
か
ら
実

質
へ
│
│
こ
の
転
換
が
、
次
世
代
エ

コ
シ
ス
テ
ム
の
カ
ギ
を
握
っ
て
い
る

と
の
問
題
意
識
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は

昨
年
、
Ｊ
Ｓ
Ａ
Ｓ
Ａ
を
設
立
し
た
。

　
Ｊ
Ｓ
Ａ
Ｓ
Ａ
は
、
監
査
役
等
を
担

う
人
材
不
足
解
消
の
た
め
（
量
的
向

上
）、
日
々
進
化
す
る
実
務
情
報
を

共
有
し
自
ら
も
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
作

り
発
信
す
る
た
め
（
質
的
向
上
）、

会
員
と
共
に
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
展

開
し
て
い
る
。
多
く
の
ス
タ
ー
ト
ア

ッ
プ
、
監
査
役
等
、
支
援
者
の
方
々

と
一
緒
に
な
っ
て
企
業
価
値
を
高
め

る
こ
と
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
。

え
ど
が
わ
　
た
い
じ

97
年
太
田
昭
和
監
査
法
人
（
現
Ｅ
Ｙ

新
日
本
監
査
法
人
）
入
所
。
10
年
同

法
人
パ
ー
ト
ナ
ー
。
19
年
ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
お
よ
び
エ
コ
シ
ス
テ
ム
支
援

を
専
門
と
す
るE

D
iX

 P
rofessional 

G
roup

を
開
業
、
現
在
に
至
る
。
公

認
会
計
士
。
25
年
Ｊ
Ｓ
Ａ
Ｓ
Ａ
理
事

長
に
就
任
。

あ
し
ざ
わ
　
み
ち
こ

96
年
Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
監
査

法
人
（
現
あ
ず
さ
監
査
法
人
）
入
所
。

産
業
再
生
機
構
、
ア
ド
バ
ン
テ
ッ
ジ

パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
を
経
て
、
13
年
に
博

士
号
を
取
得
し
、
横
浜
市
立
大
学
准

教
授
。
23
年
慶
應
義
塾
大
学
准
教
授
。

専
門
は
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
エ
コ
シ
ス

テ
ム
。
25
年
Ｊ
Ｓ
Ａ
Ｓ
Ａ
副
理
事
長

に
就
任
。

ま
つ
ざ
わ
　
か
お
る

02
年
森
綜
合
法
律
事
務
所
（
現
森
・

濱
田
松
本
法
律
事
務
所
）
入
所
、
19

年
三
浦
法
律
事
務
所
パ
ー
ト
ナ
ー
。

21
年
女
性
社
外
役
員
を
育
成
・
紹
介

す
る
Ｏ
ｎ
Ｂ
ｏ
ａ
ｒ
ｄ
社
を
設
立
。

23
年
か
ら
渋
谷
区
副
区
長
。
弁
護
士

・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
弁
護
士
。
25
年

Ｊ
Ｓ
Ａ
Ｓ
Ａ
副
理
事
長
に
就
任
。

金融財政事情2025．11．11 22


